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大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行について（通知） 

 

 

この度、別添１のとおり「大学設置基準等の一部を改正する省令」（令和５年文部科

学省令第26号。以下「改正省令」という。）が、別添２のとおり「専門職大学院に関し

必要な事項について定める件の一部を改正する告示」（令和５年文部科学省告示第67号。

以下「改正告示」という。）が、それぞれ令和５年７月31日に公布され、同日付けで施

行されます。 

今回の改正は、国際連携教育課程制度の運用の実態を踏まえ、一定の場合に教員の兼

務を認めるとともに、専用の施設及び設備の整備を伴わない国際連携学科及び国際連携

専攻（以下「国際連携学科等」という。）の設置を認めることなどとし、国際連携教育

課程制度の更なる活用促進を図るものです。 

今回の改正の概要及び留意事項等は下記のとおりですので、十分御了知いただき、そ

の運用に当たっては遺漏なきようお取り計らいください。 

 

記 

 

第１ 改正の概要 

１ 改正省令 
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（１）大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）の一部改正 

① 国際連携学科に係る基幹教員数 

ア 国際連携学科を置く学部に係る基幹教員の数は、第10条に定める学部の種類

及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とすることとしたこ

と。（第55条第１項及び第56条の５第１項関係） 

イ 特定国際連携学科（その収容定員が当該学科を置く学部の収容定員の内数と

して定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類及び分野と当該

学部に置かれる他の学科において授与される学位の種類及び分野とが同一で

ある国際連携学科をいう。②において同じ。）の基幹教員は、教育研究に支障

がないと認められる場合には、当該学部に置かれる当該他の学科の基幹教員が

これを兼ねることができることとしたこと。（第55条第２項関係） 

② 国際連携学科に係る施設及び設備 

特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を置

く学部の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がない

と認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備えること

を要しないこととしたこと。（第56条第２項関係） 

③ その他 

その他所要の規定の整備を行うこととしたこと。 

 

（２）専門職大学設置基準（平成29年文部科学省令第33号）の一部改正 

① 国際連携学科に係る基幹教員数 

ア 国際連携学科を置く学部に係る基幹教員の数は、第34条に定める学部の種類

及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とすることとしたこ

と。（第67条第１項及び第72条第１項関係） 

イ 特定国際連携学科（その収容定員が当該学科を置く学部の収容定員の内数と

して定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類及び分野と当該

学部に置かれる他の学科において授与される学位の種類及び分野とが同一で

ある国際連携学科をいう。②において同じ。）の基幹教員は、教育研究に支障

がないと認められる場合には、当該学部に置かれる当該他の学科の基幹教員が

これを兼ねることができることとしたこと。（第67条第２項関係） 

② 国際連携学科に係る施設及び設備 

特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を置

く学部の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がない

と認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備えること

を要しないこととしたこと。（第68条第２項関係） 

③ その他 

その他所要の規定の整備を行うこととしたこと。 

 

（３）大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）の一部改正 

① 国際連携専攻に係る教員数 

ア 国際連携専攻を置く研究科に係る教員の数は、第９条に規定する教員の数

に、大学設置基準第10条に定める基幹教員の数に算入できない教員一人を加え
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た数以上とすることとしたこと。（第40条第１項関係） 

イ 特定国際連携専攻（その収容定員が当該専攻を置く研究科の収容定員の内数

として定められ、かつ、当該専攻において授与される学位の種類及び分野と当

該研究科に置かれる他の専攻において授与される学位の種類及び分野とが同

一である国際連携専攻をいう。②において同じ。）の教員であって第９条第１

項の規定により専攻ごとに置く教員は、教育研究に支障がないと認められる場

合は、当該研究科に置かれる当該他の専攻の教員であって同項各号に定める資

格を有するものがこれを兼ねることができることとしたこと。（第40条第２項

関係） 

② 国際連携専攻に係る施設及び設備 

特定国際連携専攻に係る施設及び設備については、当該特定国際連携専攻を置

く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がな

いと認められる場合には、当該特定国際連携専攻に係る施設及び設備を備えるこ

とを要しないこととしたこと。（第41条第２項関係） 

 

（４）専門職大学院設置基準（平成15年文部科学省令第16号）の一部改正 

① 国際連携専攻に係る施設及び設備 

特定国際連携専攻（その収容定員が当該専攻を置く研究科の収容定員の内数と

して定められ、かつ、当該専攻において授与される学位の種類及び分野と当該研

究科に置かれる他の専攻において授与される学位の種類及び分野とが同一であ

る国際連携専攻をいう。）に係る施設及び設備については、当該特定国際連携専

攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支

障がないと認められる場合には、当該特定国際連携専攻に係る施設及び設備を備

えることを要しないこととしたこと。（第40条第２項関係） 

 

（５）短期大学設置基準（昭和50年文部省令第21号）の一部改正 

① 国際連携学科に係る基幹教員数 

ア 国際連携学科に係る基幹教員の数は、第22条に定める学科の種類及び規模に

応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とすることとしたこと。（第48

条第１項及び第49条の５第１項関係） 

イ 特定国際連携学科（その収容定員が当該学科を設ける短期大学の収容定員の

内数として定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類及び分野

と当該短期大学に置かれる他の学科において授与される学位の種類及び分野

とが同一である国際連携学科をいう。②において同じ。）の基幹教員は、教育

研究に支障がないと認められる場合には、当該短期大学に置かれる当該他の学

科の基幹教員がこれを兼ねることができることとしたこと。（第48条第２項関

係） 

② 国際連携学科に係る施設及び設備 

特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を設

ける短期大学の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障

がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備え

ることを要しないこととしたこと。（第49条第２項関係） 
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（６）専門職短期大学設置基準（平成29年文部科学省令第34号）の一部改正 

① 国際連携学科に係る基幹教員数 

ア 国際連携学科に係る基幹教員の数は、第31条に定める学科の種類及び規模に

応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とすることとしたこと。（第64

条第１項及び第69条第１項関係） 

イ 特定国際連携学科（その収容定員が当該学科を設ける専門職短期大学の収容

定員の内数として定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類及

び分野と当該専門職短期大学に置かれる他の学科において授与される学位の

種類及び分野とが同一である国際連携学科をいう。②において同じ。）の基幹

教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該専門職短期大学に

置かれる当該他の学科の基幹教員がこれを兼ねることができる。（第64条第２

項関係） 

② 国際連携学科に係る施設及び設備 

特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を設

ける専門職短期大学の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究

に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備

を備えることを要しないこととしたこと。（第65条第２項関係） 

 

２ 改正告示 

（１）国際連携専攻に係る専任教員数 

① 国際連携専攻を置く研究科に係る専任教員の数は、第１項の規定により置くも

のとされる専任教員の数に、一を加えた数以上とすることとしたこと。（第１条

第６項関係） 

② 特定国際連携専攻（その収容定員が当該専攻を置く研究科の収容定員の内数と

して定められ、かつ、当該専攻において授与される学位の種類及び分野と当該研

究科に置かれる他の専攻において授与される学位の種類及び分野とが同一であ

る国際連携専攻をいう。）の専任教員は、教育研究に支障がないと認められると

きは、当該研究科に置かれる当該他の専攻の専任教員がこれを兼ねることができ

ることとしたこと。（第１条第７項関係） 

（２）その他 

その他所要の規定の整備を行うこととしたこと。 
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第２ 留意事項等 

１ 改正の趣旨 

今回の改正は、以下の①、②及び③により、母体となる学部等の教育資源の活用を

前提とした国際連携学科等を設けることも可能とし、もって、国際連携教育課程制度

の更なる活用促進に資することを期待したものであること。 

① 国際連携学科等を設ける学部等（学部及び研究科並びに短期大学及び専門職短

期大学をいう。以下同じ。）に追加的に一人以上の教員を配置することは求めつ

つ、当該学科等ごとに一人以上の教員を配置することは求めないこととすること 

② 特定国際連携学科等（特定国際連携学科（その収容定員が当該学科を置く学部、

短期大学又は専門職短期大学の収容定員の内数として定められ、かつ、当該学科

において授与される学位の種類及び分野と当該学部、短期大学又は専門職短期大

学に置かれる他の学科において授与される学位の種類及び分野とが同一である

国際連携学科をいう。）及び特定国際連携専攻（その収容定員が当該専攻を置く

研究科の収容定員の内数として定められ、かつ、当該専攻において授与される学

位の種類及び分野と当該研究科に置かれる他の専攻において授与される学位の

種類及び分野とが同一である国際連携専攻をいう。）をいう。以下同じ。）の教

員について、当該特定国際連携学科等を置く学部等の他の学科及び専攻（当該特

定国際連携学科等と授与される学位の種類及び分野が同一であるものに限る。以

下「他の学科等」という。）の教員がこれを兼ねることができることとすること 

③ 特定国際連携学科等に係る施設及び設備について、当該学科等を置く学部等の

施設及び設備を利用することができることとすること 

 

２ 留意事項 

（１）国際連携学科等を置く学部等に、追加して配置することとしている一名の教員

は、当該学科等と連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学等との調整等を

専門に行うことを想定していること。 

 

（２）特定国際連携学科等の収容定員は、当該学科等を置く学部等の収容定員の内数

として定められていることが必要であり、当該学部等における特定国際連携学科等

の収容定員の内数の割合について、一律の制限を設けるものではないが、適切な教

育研究活動等が行われるよう、例えば、特定国際連携学科等の教員と当該学科等を

置く学部等の他の学科等の教員とを兼ねることとする場合の個々の教員の労務管

理等の観点も含めて、様々な面から十分に検討した上で判断することが必要である

こと。 

 

（３）特定国際連携学科等に複数の学位の分野が含まれることとなる場合、当該学科

等を置く学部等の他の学科等であって、このうちいずれかの学位の分野を含むもの

の教員は、特定国際連携学科等の教員を兼ねることができること。この場合も含め

て、特定国際連携学科等の教員を兼ねることとなる当該学科等を置く学部等の他の

学科等の教員の選定に当たっては、その専攻分野等にも照らした上で、各大学にお

いて適切に判断いただきたいこと。 
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（４）特定国際連携学科等の教員を、当該学科等を置く学部等に置かれる他の学科等

の教員が兼ねることができることとしたこと並びに特定国際連携学科等に係る施

設及び設備について、当該学科等を置く学部等の施設及び設備を利用することがで

きることとしたことに関して、「教育研究に支障がないと認められる場合」とは、

一律にこれを定め難く、個別具体に判断すべきであることから、特定国際連携学科

等の設置に際し、各大学においてその旨を適切に説明されたいこと。 

 

（５）今回の改正に伴い、改正省令及び改正告示の施行以降の認可申請・届出の手続

等については、以下URLに別途掲載予定の「国際連携学科等の設置の認可申請等に

係る提出書類の作成の手引」（令和５年７月改正後）を確認し、対応すること。 

 

【申請・届出書類作成の手引、記入様式など】 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/shinsei.htm 

 

（６）改正省令及び改正告示の施行に合わせて、文部科学省において、国際連携教育

課程等に関する留意事項や注意点等を網羅的にまとめたガイドラインについても

改訂し、以下URLに別途掲載予定である。また、国際連携教育課程の実施に当たって

は、本通知に加え、当該ガイドライン並びに「大学設置基準等の一部を改正する省

令等の施行について（通知）」（平成26年11月14日付け26文科高第621号文部科学省

高等教育局長通知）及び「大学設置基準等の一部を改正する省令及び大学が国際連

携学科を設ける場合について定める件等の一部を改正する告示の施行等について

（通知）」（令和４年３月17日付け３文科高第1569号文部科学省高等教育局長通知）

も併せて参照すること。 

 

【ガイドライン等掲載リンク】 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/index.htm 

 

 

 

【本件担当】 

（国際連携教育課程制度に関すること） 

文部科学省高等教育局参事官（国際担当）付企画係 

電話 03－5253－4111（内線2060） 

メールアドレス kotokoku@mext.go.jp 

 

（大学設置基準等に関すること） 

文部科学省高等教育局大学教育・入試課法規係 

電話 03－5253－4111（内線3338） 

メールアドレス daigakuc@mext.go.jp 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/shinsei.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/index.htm
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を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。

furuya-m
テキストボックス
別添１



 

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
学
部
以
外
の
基
本
組
織
） 

第
六
条 

[

略]
 

２ 
[

略]
 

３ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
こ
の
章
、
第
十
条
、
第
三
十
七
条
の
二
、
第

三
十
九
条
、
第
四
十
二
条
の
三
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四

十
九
条
（
第
三
十
九
条
の
規
定
に
係
る
附
属
施
設
に
つ
い
て
適
用
す
る

場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
（
第
三
十
九
条
の
規

定
に
係
る
附
属
施
設
に
つ
い
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
別
表
第

一
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
除
き
、
「
学
部
」
に
は
学
部
以
外
の

基
本
組
織
を
、
「
学
科
」
に
は
学
部
以
外
の
基
本
組
織
を
置
く
場
合
に

お
け
る
相
当
の
組
織
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 

（
学
部
以
外
の
基
本
組
織
） 

第
六
条 
[

同
上]

 

２ 
[

同
上]

 

３ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
こ
の
章
、
第
十
条
、
第
三
十
七
条
の
二
、
第

三
十
九
条
、
第
四
十
二
条
の
三
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四

十
九
条
（
第
三
十
九
条
の
規
定
に
係
る
附
属
施
設
に
つ
い
て
適
用
す
る

場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
十
五
条
、
別
表
第
一
、
別
表
第
二
及
び
別
表

第
三
を
除
き
、
「
学
部
」
に
は
学
部
以
外
の
基
本
組
織
を
、
「
学
科
」

に
は
学
部
以
外
の
基
本
組
織
を
置
く
場
合
に
お
け
る
相
当
の
組
織
を
含

む
も
の
と
す
る
。 

 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
数
） 

第
五
十
五
条 

国
際
連
携
学
科
を
置
く
学
部
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
は
、

第
十
条
に
定
め
る
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基
幹
教
員
の

数
に
、
一
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。 

 

２ 

別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国
際
連
携
学
科
（
そ
の
収

容
定
員
が
当
該
学
科
を
置
く
学
部
の
収
容
定
員
の
内
数
と
し
て
定
め
ら

れ
、
か
つ
、
当
該
学
科
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野

と
当
該
学
部
に
置
か
れ
る
他
の
学
科
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る
学
位
の
種

類
及
び
分
野
と
が
同
一
で
あ
る
国
際
連
携
学
科
を
い
う
。
次
条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
基
幹
教
員
は
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
学
部
に
置
か
れ
る
当
該
他
の
学
科
の
基
幹

教
員
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
数
） 

第
五
十
五
条 

国
際
連
携
学
科
を
置
く
学
部
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
は
、

第
十
条
に
定
め
る
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基
幹
教
員
の

数
に
、
一
の
国
際
連
携
学
科
ご
と
に
一
人
の
基
幹
教
員
を
加
え
た
数
を

合
計
し
た
数
以
上
と
す
る
。 

[

項
を
加
え
る
。]

 

 



 

3 

 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
） 

第
五
十
六
条 

[

略]
 

２ 

第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
条

ま
で
及
び
第
四
十
二
条
の
十
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国
際
連
携

学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
国
際
連
携
学
科

を
置
く
学
部
の
施
設
及
び
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
国

際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
） 

第
五
十
六
条 

[

同
上]

 

[

項
を
加
え
る
。]

 

  

（
共
同
国
際
連
携
教
育
課
程
の
場
合
の
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教

員
数
） 

第
五
十
六
条
の
五 

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同

国
際
連
携
教
育
課
程
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
際
連
携
学
科
を
置
く
そ

れ
ぞ
れ
の
学
部
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
は
、
当
該
学
部
に
お
け
る
当
該

国
際
連
携
学
科
以
外
の
学
科
を
一
の
学
部
と
み
な
し
て
第
十
条
の
規
定

を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
て
定
め
る
基
幹

教
員
の
数
と
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
当
該

国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
を
合
計
し
た
数
に
、
一
を
加
え

た
数
以
上
と
す
る
。 

 

２
～
４ 

[

略]
 

 
（
共
同
国
際
連
携
教
育
課
程
の
場
合
の
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教

員
数
） 

第
五
十
六
条
の
五 

第
五
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
国
際
連

携
教
育
課
程
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
際
連
携
学
科
を
置
く
そ
れ
ぞ
れ

の
学
部
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
は
、
当
該
学
部
に
お
け
る
当
該
国
際
連

携
学
科
以
外
の
学
科
を
一
の
学
部
と
み
な
し
て
第
十
条
の
規
定
を
適
用

し
て
得
ら
れ
る
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
て
定
め
る
基
幹
教
員
の

数
と
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
当
該
国
際
連

携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
を
合
計
し
た
数
に
、
一
の
国
際
連
携
学

科
ご
と
に
一
人
の
基
幹
教
員
を
加
え
た
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る

。 
２
～
４ 

[

同
上]

 

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 



 

4 

 
（
専
門
職
大
学
設
置
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



 

5 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
学
部
以
外
の
基
本
組
織
） 

第
七
条 

[

略]
 

２ 
[

略]
 

３ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
こ
の
章
、
第
三
十
四
条
、
第
四
十
七
条
、
第

四
十
九
条
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
（
第
四
十
九
条

の
規
定
に
係
る
附
属
施
設
に
つ
い
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第

六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
（
第
四
十
九
条
の
規
定
に
係
る
附
属
施
設
に

つ
い
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
除

き
、
「
学
部
」
に
は
学
部
以
外
の
基
本
組
織
を
、
「
学
科
」
に
は
学
部

以
外
の
基
本
組
織
を
置
く
場
合
に
お
け
る
相
当
の
組
織
を
含
む
も
の
と

す
る
。 

 

（
学
部
以
外
の
基
本
組
織
） 

第
七
条 
[

同
上]

 

２ 
[

同
上]

 

３ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
こ
の
章
、
第
三
十
四
条
、
第
四
十
七
条
、
第

四
十
九
条
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
（
第
四
十
九
条

の
規
定
に
係
る
附
属
施
設
に
つ
い
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第

六
十
七
条
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
除
き
、
「
学
部
」
に
は
学
部

以
外
の
基
本
組
織
を
、
「
学
科
」
に
は
学
部
以
外
の
基
本
組
織
を
置
く

場
合
に
お
け
る
相
当
の
組
織
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
数
） 

第
六
十
七
条 

国
際
連
携
学
科
を
置
く
学
部
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
は
、

第
三
十
四
条
に
定
め
る
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基
幹
教

員
の
数
に
、
一
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。 

 

２ 

別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国
際
連
携
学
科
（
そ
の
収

容
定
員
が
当
該
学
科
を
置
く
学
部
の
収
容
定
員
の
内
数
と
し
て
定
め
ら

れ
、
か
つ
、
当
該
学
科
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野

と
当
該
学
部
に
置
か
れ
る
他
の
学
科
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る
学
位
の
種

類
及
び
分
野
と
が
同
一
で
あ
る
国
際
連
携
学
科
を
い
う
。
次
条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
基
幹
教
員
は
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
学
部
に
置
か
れ
る
当
該
他
の
学
科
の
基
幹

教
員
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
数
） 

第
六
十
七
条 

国
際
連
携
学
科
を
置
く
学
部
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
は
、

第
三
十
四
条
に
定
め
る
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基
幹
教

員
の
数
に
、
一
の
国
際
連
携
学
科
ご
と
に
一
人
の
基
幹
教
員
を
加
え
た

数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る
。 

[

項
を
加
え
る
。]

 

 



 

6 

 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
） 

第
六
十
八
条 

[

略]
 

２ 

第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
及
び
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十

一
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設

及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
国
際
連
携
学
科
を
置
く
学
部
の
施

設
及
び
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
教
育
研
究
に
支

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
国
際
連
携
学
科
に
係

る
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
） 

第
六
十
八
条 

[

同
上]

 

[

項
を
加
え
る
。]

 

  

（
共
同
国
際
連
携
教
育
課
程
の
場
合
の
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教

員
数
） 

第
七
十
二
条 

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
国
際

連
携
教
育
課
程
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
際
連
携
学
科
を
置
く
そ
れ
ぞ

れ
の
学
部
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
は
、
当
該
学
部
に
お
け
る
当
該
国
際

連
携
学
科
以
外
の
学
科
を
一
の
学
部
と
み
な
し
て
第
三
十
四
条
の
規
定

を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
て
定
め
る
基
幹

教
員
の
数
と
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
当
該

国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
を
合
計
し
た
数
に
、
一
を
加
え

た
数
以
上
と
す
る
。 

 

２
～
４ 

[

略]
 

 
（
共
同
国
際
連
携
教
育
課
程
の
場
合
の
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教

員
数
） 

第
七
十
二
条 

第
六
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
国
際
連
携
教

育
課
程
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
際
連
携
学
科
を
置
く
そ
れ
ぞ
れ
の
学

部
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
は
、
当
該
学
部
に
お
け
る
当
該
国
際
連
携
学

科
以
外
の
学
科
を
一
の
学
部
と
み
な
し
て
第
三
十
四
条
の
規
定
を
適
用

し
て
得
ら
れ
る
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
て
定
め
る
基
幹
教
員
の

数
と
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
当
該
国
際
連

携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
を
合
計
し
た
数
に
、
一
の
国
際
連
携
学

科
ご
と
に
一
人
の
基
幹
教
員
を
加
え
た
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る

。 
２
～
４ 

[

同
上]

 

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 



 

7 

 
（
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



 

8 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
教
員
数
） 

第
四
十
条 

国
際
連
携
専
攻
を
置
く
研
究
科
に
係
る
教
員
の
数
は
、
第
九

条
に
規
定
す
る
教
員
の
数
に
、
大
学
設
置
基
準
第
十
条
に
定
め
る
基
幹

教
員
の
数
に
算
入
で
き
な
い
教
員
一
人
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。 

 

２ 

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国
際
連
携
専
攻
（
そ

の
収
容
定
員
が
当
該
専
攻
を
置
く
研
究
科
の
収
容
定
員
の
内
数
と
し
て

定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
専
攻
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る
学
位
の
種
類
及

び
分
野
と
当
該
研
究
科
に
置
か
れ
る
他
の
専
攻
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る

学
位
の
種
類
及
び
分
野
と
が
同
一
で
あ
る
国
際
連
携
専
攻
を
い
う
。
次

条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
教
員
で
あ
つ
て
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
専
攻
ご
と
に
置
く
教
員
は
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
研
究
科
に
置
か
れ
る
当
該
他
の
専
攻
の
教
員

で
あ
つ
て
同
項
各
号
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
が
こ
れ
を
兼
ね
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
教
員
数
） 

第
四
十
条 

国
際
連
携
専
攻
を
置
く
研
究
科
に
係
る
必
要
な
教
員
の
数
の

う
ち
一
人
（
一
の
研
究
科
に
複
数
の
国
際
連
携
専
攻
を
置
く
場
合
に
は

、
一
の
国
際
連
携
専
攻
ご
と
に
一
人
）
を
大
学
設
置
基
準
第
十
条
に
定

め
る
基
幹
教
員
の
数
に
算
入
で
き
な
い
教
員
と
す
る
。 

[

項
を
加
え
る
。]

 

 

（
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
施
設
及
び
設
備
） 

第
四
十
一
条 

[

略]
 

２ 

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国

際
連
携
専
攻
に
係
る
施
設
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
国
際
連

携
専
攻
を
置
く
研
究
科
の
施
設
及
び
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当

該
特
定
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
こ
と
を
要
し

な
い
。 

 

（
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
施
設
及
び
設
備
） 

第
四
十
一
条 

[

同
上]

 

[

項
を
加
え
る
。]

 

  



 

9 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 



 

10 

 
（
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



 

11 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
施
設
及
び
設
備
） 

第
四
十
条 

[

略]
 

２ 

第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
大
学
院
設
置
基
準
第

十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国
際
連

携
専
攻
（
そ
の
収
容
定
員
が
当
該
専
攻
を
置
く
研
究
科
の
収
容
定
員
の

内
数
と
し
て
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
専
攻
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る
学

位
の
種
類
及
び
分
野
と
当
該
研
究
科
に
置
か
れ
る
他
の
専
攻
に
お
い
て

授
与
さ
れ
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
と
が
同
一
で
あ
る
国
際
連
携
専
攻

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
施
設
及
び
設
備
に

つ
い
て
は
、
当
該
特
定
国
際
連
携
専
攻
を
置
く
研
究
科
の
施
設
及
び
設

備
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
施
設
及

び
設
備
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

（
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
施
設
及
び
設
備
） 

第
四
十
条 

[

同
上]

 

[

項
を
加
え
る
。]

 

  

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 



 

12 

 
（
短
期
大
学
設
置
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
数
） 

第
四
十
八
条 

国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
は
、
第
二
十
二
条

に
定
め
る
学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基
幹
教
員
の
数
に
、

一
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。 

 

２ 

別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国
際
連
携
学
科
（
そ
の
収

容
定
員
が
当
該
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
の
収
容
定
員
の
内
数
と
し
て

定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
学
科
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る
学
位
の
種
類
及

び
分
野
と
当
該
短
期
大
学
に
置
か
れ
る
他
の
学
科
に
お
い
て
授
与
さ
れ

る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
と
が
同
一
で
あ
る
国
際
連
携
学
科
を
い
う
。

次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
基
幹
教
員
は
、
教
育
研
究
に
支
障

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
短
期
大
学
に
置
か
れ
る
当
該

他
の
学
科
の
基
幹
教
員
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
数
） 

第
四
十
八
条 

国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
は
、
第
二
十
二
条

に
定
め
る
学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基
幹
教
員
の
数
に
、

一
の
国
際
連
携
学
科
ご
と
に
一
人
の
基
幹
教
員
を
加
え
た
数
を
合
計
し

た
数
以
上
と
す
る
。 

[

項
を
加
え
る
。]

 

 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
） 

第
四
十
九
条 

[

略]
 

２ 

第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条

及
び
第
三
十
五
条
の
九
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国
際
連
携
学
科

に
係
る
施
設
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
国
際
連
携
学
科
を
設

け
る
短
期
大
学
の
施
設
及
び
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定

国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
） 

第
四
十
九
条 

[

同
上]

 

[

項
を
加
え
る
。]

 

  

（
共
同
国
際
連
携
教
育
課
程
の
場
合
の
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教

員
数
） 

（
共
同
国
際
連
携
教
育
課
程
の
場
合
の
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教

員
数
） 



 

14 

第
四
十
九
条
の
五 

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同

国
際
連
携
教
育
課
程
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
際
連
携
学
科
が
属
す
る

分
野
に
係
る
学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基
幹
教
員
の
数
は

、
当
該
分
野
に
お
け
る
当
該
国
際
連
携
学
科
以
外
の
学
科
に
つ
い
て
第

二
十
二
条
の
規
定
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応

じ
定
め
る
基
幹
教
員
の
数
と
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

得
ら
れ
る
当
該
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
に
、
一
を
加
え

た
数
以
上
と
す
る
。 

 

２
～
４ 

[

略]
 

 

第
四
十
九
条
の
五 

第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
国
際
連

携
教
育
課
程
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
際
連
携
学
科
が
属
す
る
分
野
に

係
る
学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基
幹
教
員
の
数
は
、
当
該

分
野
に
お
け
る
当
該
国
際
連
携
学
科
以
外
の
学
科
に
つ
い
て
第
二
十
二

条
の
規
定
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め

る
基
幹
教
員
の
数
と
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ

る
当
該
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
に
、
一
の
国
際
連
携
学

科
ご
と
に
一
人
の
基
幹
教
員
を
加
え
た
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る

。 

２
～
４ 

[

同
上]

 

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
数
） 

第
六
十
四
条 

国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
は
、
第
三
十
一
条

に
定
め
る
学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基
幹
教
員
の
数
に
、

一
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。 

 

２ 

別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国
際
連
携
学
科
（
そ
の
収

容
定
員
が
当
該
学
科
を
設
け
る
専
門
職
短
期
大
学
の
収
容
定
員
の
内
数

と
し
て
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
学
科
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る
学
位
の

種
類
及
び
分
野
と
当
該
専
門
職
短
期
大
学
に
置
か
れ
る
他
の
学
科
に
お

い
て
授
与
さ
れ
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
と
が
同
一
で
あ
る
国
際
連
携

学
科
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
基
幹
教
員
は
、
教

育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
専
門
職
短
期

大
学
に
置
か
れ
る
当
該
他
の
学
科
の
基
幹
教
員
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
数
） 

第
六
十
四
条 

国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
は
、
第
三
十
一
条

に
定
め
る
学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基
幹
教
員
の
数
に
、

一
の
国
際
連
携
学
科
ご
と
に
一
人
の
基
幹
教
員
を
加
え
た
数
を
合
計
し

た
数
以
上
と
す
る
。 

[

項
を
加
え
る
。]

 

 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
） 

第
六
十
五
条 

[

略]
 

２ 

第
四
十
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
及
び
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
八

条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及

び
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
専
門
職
短

期
大
学
の
施
設
及
び
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
教

育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
国
際
連

携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
） 

第
六
十
五
条 

[

同
上]

 

[

項
を
加
え
る
。]

 

（
共
同
国
際
連
携
教
育
課
程
の
場
合
の
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教

（
共
同
国
際
連
携
教
育
課
程
の
場
合
の
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
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員
数
） 

第
六
十
九
条 

第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
国
際

連
携
教
育
課
程
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
際
連
携
学
科
が
属
す
る
分
野

に
係
る
学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基
幹
教
員
の
数
は
、
当

該
分
野
に
お
け
る
当
該
国
際
連
携
学
科
以
外
の
学
科
に
つ
い
て
第
三
十

一
条
の
規
定
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定

め
る
基
幹
教
員
の
数
と
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
得
ら

れ
る
当
該
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
に
、
一
を
加
え
た
数

以
上
と
す
る
。 

２
～
４ 

[

略]
 

 

員
数
） 

第
六
十
九
条 

第
六
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
国
際
連
携
教

育
課
程
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
際
連
携
学
科
が
属
す
る
分
野
に
係
る

学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基
幹
教
員
の
数
は
、
当
該
分
野

に
お
け
る
当
該
国
際
連
携
学
科
以
外
の
学
科
に
つ
い
て
第
三
十
一
条
の

規
定
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
基

幹
教
員
の
数
と
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
当

該
国
際
連
携
学
科
に
係
る
基
幹
教
員
の
数
に
、
一
の
国
際
連
携
学
科
ご

と
に
一
人
の
基
幹
教
員
を
加
え
た
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る
。 

２
～
４ 

[

同
上]

 

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

1 

○
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
七
号 

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専

門
職
大
学
院
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
件
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日 

文
部
科
学
大
臣 

永
岡 

桂
子 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続

す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を

付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 

furuya-m
テキストボックス
別添２



 

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
専
攻
ご
と
に
置
く
も
の
と
す
る
専
任
教
員
の
数
） 

第
一
条 

[

略]
 

２
～
５ 

[
略]

 

６ 

国
際
連
携
専
攻
を
置
く
研
究
科
に
係
る
専
任
教
員
の
数
は
、
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
置
く
も
の
と
さ
れ
る
専
任
教
員
の
数
（
国
際
連
携
専
攻

を
設
け
る
二
以
上
の
専
門
職
大
学
院
が
連
携
し
て
教
育
研
究
を
実
施
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
専
任
教
員
の
数

）
に
、
一
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。 

 

７ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
国
際
連
携
専
攻
（
そ
の
収
容

定
員
が
当
該
専
攻
を
置
く
研
究
科
の
収
容
定
員
の
内
数
と
し
て
定
め
ら

れ
、
か
つ
、
当
該
専
攻
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野

と
当
該
研
究
科
に
置
か
れ
る
他
の
専
攻
に
お
い
て
授
与
さ
れ
る
学
位
の

種
類
及
び
分
野
と
が
同
一
で
あ
る
国
際
連
携
専
攻
を
い
う
。
）
の
専
任

教
員
は
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
研

究
科
に
置
か
れ
る
当
該
他
の
専
攻
の
専
任
教
員
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と

が
で
き
る
。 

８
・
９ 

[

略]
 

 

（
専
攻
ご
と
に
置
く
も
の
と
す
る
専
任
教
員
の
数
） 

第
一
条 
[

同
上]

 

２
～
５ 

[

同
上]

 

６ 

国
際
連
携
専
攻
に
係
る
専
任
教
員
の
数
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

置
く
も
の
と
さ
れ
る
専
任
教
員
の
数
（
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
二
以

上
の
専
門
職
大
学
院
が
連
携
し
て
教
育
研
究
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
専
任
教
員
の
数
）
に
、
一
の
国

際
連
携
専
攻
ご
と
に
一
人
の
専
任
教
員
を
加
え
た
数
を
合
計
し
た
数
以

上
と
す
る
。 

[

項
を
加
え
る
。]

 

       

７
・
８ 

[

同
上]

 

 

備
考 

表
中
の[
 

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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